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厚⽣労働省 委託事業
紹介予定派遣を活⽤した研修・就労⽀援事業のご案内

ご就業までの流れ

【お問い合わせ先】
厚⽣労働省委託 就労⽀援事務局
メールアドレス︓ttp_jimukyoku@staffservice.ne.jp

まずは、お気軽にご相談ください︕

メリット

※

「紹介予定派遣を活⽤した研修・就労⽀援事業」は、新型コロナウイルス感染症により離職を余儀なくされた⾮
正規雇⽤労働者等の⽅々に対し、労働移動やステップアップを強⼒に⽀援するため、派遣事業者による研修及
び紹介予定派遣を活⽤した就労⽀援等を⾏うものです。本事業は厚⽣労働省の委託事業で、PWCコンサル
ティング合同会社の依頼を受けてスタッフサービスが参画しております。
※紹介予定派遣とは、直接雇⽤を前提に⼀定期間派遣社員として働き双⽅合意が得られた場合に直接雇⽤になれる制度です。

直接雇⽤に⾄る
サポートを致します

・本事業参画企業の求⼈紹介を受けられます
・オンラインの研修プログラムをご⽤意しております
・職務経歴書の書き⽅や⾯接のサポートをさせていただきます

基本研修 ⾯接実施 派遣就業
開始

直接雇⽤お仕事
紹介

基本的なPCスキル
や
マナーの研修を実施
（※割愛する場合有り）

派遣社員としてご就
業いただきます
原則2ヶ⽉
（※最⻑６ヶ⽉）

当事業参画企業の
中から就業先をご紹
介致します

事前に職場⾒学
が可能です

直接雇⽤後もサポート致します

事業概要

⽀援対象者
① 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた⾮正規雇⽤労働者（有期雇⽤労働者、短時
間労働者、派遣労働者といったいわゆる⾮正規雇⽤の労働者（正社員待遇を受けていない無期雇⽤労働者を
含む。）をいう。以下同じ 。）
② 新型コロナウイルス感染症の影響によりシフト減となり、実質的に失業状態にある者
③ ⾃営廃業者
④ ⻑期失業者・無業者等
⑤ その他異業種・異職種への労働移動やステップアップを希望する者

実施期間

2022年8⽉1⽇から2023年2⽉28⽇


